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号外 

市  教  組  ：代替不足により教育活動に支障をきたしている  

教育委員会：代替不足の解消に向けて様々な策を講じてまいりたい  

【裏面に続く】 

10 月 7 日、市教組は、「2024 年度末人事異動なら

びに 2025 年度教職員定数改善に関する要求」につい

て、教育委員会と申し入れ交渉を行いました。 

冒頭、松岡委員長は、「産育休者や病休の代替がすぐ

に配置されない状況が続いており、教育活動に支障を

きたしている。今年度、市独自による『特別専科教諭』

を配置したことは一定評価するが、これにより今後、代

替不足が完全に解消されるかどうかは疑問である」と

教育委員会に対して厳しく指摘しました。 

これに対し、上原教務部長は、「来年度は、さらに特

別専科教諭の数を小学校で 100 名、中学校で 30 名に

拡充し、引き続き、教員の欠員状況の解消に努めてまい

りたい」と述べました。 

市教組は引き続き、要求項目の実現に向けて、精力的

に交渉・協議を行います。 

交渉の概要については、以下のとおり。市教組の要求

事項と教育委員会の人事異動方針については、裏面に

記載。 

※ 組･･･市教組  市･･･教育委員会 

組：要求書の趣旨説明を行う前に、人事異動の基準の改

正等については、労使合意が前提であり、一方的な実

施を行わないよう申し述べておく。また、これまでの

人事異動の基準等については、市教組と教育委員会と

が、長年の良き労使慣行のもとに創り上げてきたもの

であるということも申し述べておく。 

人事異動は、組合員の勤務労働条件に大きく関わる

ことから、労使合意を前提として協議に応じることと

し、今後の交渉の中で、質していくこととする。それ

では要求書について、書記長より読み上げるととも

に、趣旨を説明する。 

＜ 要求書読み上げと重点事項の説明 ＞ 

組：ただいま手交した「2024 年度末人事異動ならびに

2025年度教職員定数改善に関する要求書」の内容は、

いずれも現場の教職員にとって切実な要求であり、教

育委員会に対しては、この趣旨を踏まえた誠意ある回

答を要請しておく。 

とりわけ、教職員については、産育休者の代替をは

じめ、病休代替がすぐに配置されない状況がここ数年

続いており、教育活動に支障をきたしている。 

教育委員会は、我々の強い要求に対して代替不足の

解消に向けて、今年度より、市独自による「特別専科

教諭」を配置した。このことは、一定評価できるもの

ではあるが、これにより、今後、代替不足が完全に解

消されるかどうかは疑問である。 

教育委員会は、子どもの教育を保障する観点から、

また、教職員が安心して産育休等が取得できるよう、

代替不足の解消に向けて、引き続き努力されるよう強

く求めておく。 

市：ただいま、人事異動にかかわる要求書の申し入れを

受けたところでございます。勤務労働条件にかかわる

事項につきましては交渉事項であり、大阪市教職員組

合の皆さまと誠意を持って交渉・協議を行ってまいり

ます。 

委員長が特に触れられた病休及び産育休代替の配置

につきましては、今年度より教員が安心して産育休を

取得できる職場環境、ひいては、子どもや保護者が安

心できる学習環境を実現するために、全国初の制度と

して「本務教員による欠員補充制度（特別専科教諭）」

を創設したところでございます。 

本制度では、産育休等による年度途中の欠員を補充

するため、法律に基づく教員定数に加えて、市独自に

本務教員を採用し、令和６年度は小学校 50名、中学校

15名、さらに令和７年度以降は、小学校 100名、中学

校 30名に拡充する予定です。 

教育委員会としましては、本制度により教員の代替

不足を抜本的に解消することを目的としております

が、委員長ご指摘のとおり、教員の代替不足を完全に

解消するためには、本制度とあわせて、引き続き、講師

確保のための様々な取組を実施していくことが重要で

あると認識しております。今後も引き続き、教員の代

替不足を解消するため、日々検討を重ねて、様々な策

を講じてまいりたいと考えております。 

なお、異動年限等の基本方針につきましては、今年

度末についても、昨年度と同様の方針で人事異動を行

ってまいりたいと考えておりますので、よろしくお願

いいたします。 

組：まず、今年度末の人事異動方針については、昨年度

と変更がないということである。また、市教組として

は、人事異動方針は、これまで労使双方で協議してき

た人事異動の基準や目的を踏まえたものであると認識

している。そこで、再度、人事異動の目的と趣旨につい

て、教育委員会の見解を求める。 

市：人事異動は、先にお示しいたしました教職員人事異

動方針にもございますように、学校運営の活性化及び

教育活動の充実に資するとともに、教職員の意欲を高

め、資質を向上することを目的として行うものでござ

います。また、人事異動に当たっては、校園長が各学校

園・地域の実情に応じて適切な教職員組織づくりを ↗ 

 

 

進めることができるようにすることが必要であると考

えております。 

このことから、教員公募制度を引き続き実施し、校園

長が組織マネジメントや人材育成に力を発揮するとと

もに、教員の主体性と意欲を重視し、その持てる力を最

大限引き出すようにしてまいりたいと考えておりま

す。 

組：次に、これまでの交渉でも確認をしているが、異動

を希望する教職員の中から校園長が「異動候補者」を決

定するということであるが、本人が残留を希望してい

るのに校園長が「異動候補者」とするケース、また、本

人が転任を希望しているのに校園長が残留させるケー

スが考えられる。この点について、本人への周知方法も

含めて、教育委員会の見解を求める。 

市：本人の意向と校園長の意向が異なる場合について

は、校園長とよくお話しいただきたいと考えておりま

す。また、「異動候補者」に対する周知の件ですが、こ

れまでの交渉時にも申し上げておりますが、本人が知

らない間に「異動候補者」になっていたということがな

いように、本人に対して「異動候補者」としたことを必

ず通告するよう、校園長には人事異動に関する説明資

料などで周知してまいります。 

具体には、校園長が教育委員会に「異動候補者」とし

て調査書を提出後速やかに、遅くとも１週間以内に本

人にその旨を伝えるよう、人事異動に関する説明資料

などで周知してまいりたいと考えております。 

組：最終的には、校園長が「異動候補者」を決定すると

いうことであるので、異動・残留も含めて、校園長は、

教職員に対して、丁寧かつ十分な説明を行うことが必

要である。教育委員会は、校園長説明会資料等において

周知徹底を図るよう求めておく。 

－ 追加要求－ 

〇さきほど、松岡委員長からも発言があったように、特

別専科教諭による欠員解消に向けた教育委員会の努力

は評価するが、精神疾患による病気休職者が増加傾向

に転じている中、代替の未配置が危惧されるところで

ある。併せて、首席や新任教諭の配置に対する加配教員

が配置されていない学校もある。代替者や加配教職員

の配置は、教育委員会が責任をもって行うべきもので

ある。これについて、教育委員会の見解と具体的方策を

求めておく。 

〇養護教諭や栄養教諭、学校事務職員についても、病休

等代替を速やかに配置するため、本務教職員による欠

員補充制度を創設すべきと考えるが、教育委員会 ↗ 

の見解を求めておく。 

〇３５人学級への段階的な移行についてであるが、我々

としては、国の段階的移行を待たずに、中学校での３５

人学級を実施すべきと考えている。これについて、教育

委員会の見解を求めておく。 

〇教員公募制度や希望転任制度などの変更点について、

教育委員会の見解を求めておく。 

〇「自己申告書」の様式等については、変更がないのか

教育委員会の見解を求めておく。 

〇幼稚園教諭の認定こども園への異動については、あく

までも本人の希望によるものでなければならないと考

えるが、今年度末の人事異動については、どのように行

うのか。 

〇市立幼稚園には、様々な支援を要する園児が在籍して

いる。しかしながら、支援を要する園児のための教員が

あまりにも少なく、保育に支障をきたしている状況に

ある。これについても、教育委員会の見解と具体的方策

を求めておく。 

〇栄養教諭についてであるが、我々としては、食育の更

なる充実のためにはすべての給食実施校に栄養教諭を

配置すべきと考えている。この点について教育委員会

の見解を求めておく。また、当面、中学校への栄養教諭

の異動や配置はどのようになるのかについても、教育

委員会の見解を求めておく。 

〇2020年度より栄養教諭の代替が、講師から学校栄養職

員に改悪された。我々としては、栄養教諭の代替は講師

であると考えているが、この点について教育委員会の

見解を求めておく。 

〇定年前再任用短時間勤務者ならびに暫定再任用勤務

者についてであるが、我々としては、希望者全員の雇用

は当然のこととして、すべての教職員が希望の勤務形

態で働けることを強く求めておく。また、勤務形態によ

る給与と年金との併給額についての説明も求めてお

く。 

〇首席・指導教諭の現状と今後の配置状況について説明

を求めておく。 

〇学力向上支援サポーター、スクール･サポート･スタッ

フの現在の配置人数と次年度の配置予定について明ら

かにするよう求めておく。 

〇今年度末で、統廃合が予定されている校園名を明らか

にするよう求めておく。 

〇来年度、新たに開設される校園名を明らかにするよう

求めておく。 

 

【裏面に続く】 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024.10. 7 市教組ニュース 号外 

〇市立高校等の府への移管により、現在、府立高校等に

派遣されている教職員の人事異動については、本人の

希望が尊重されるべきであると考えるが、教育委員会

の見解を求めておく。 

○今年度の人事異動に係るスケジュールに変更はある

のか、教育委員会の見解を求めておく。 

○定年引上げについてであるが、定年の引上げに伴い

異動年限に変更が生じるのかどうか、教育委員会の見

解を求めておく。また、定年前再任用短時間勤務者に

ついて、代替は配置されるのかどうか、教育委員会の

見解を求めておく。 

市：本日は、本年度末の人事異動と来年度の教職員定数

改善に関する要求書をいただきました。 

人事異動につきましては、先程、担当課長が申しま

したように、昨年度と同様の方針で実施してまいりた

いと考えております。 

また、産育休等の代替教員の配置につきましては、

今年度より「本務教員による欠員補充制度（特別専科

教諭）」を創設し、年度途中の欠員状況の解消に努めて

おります。 

特別専科教諭につきましては、９月１日時点で小学

校で 36名の兼務発令、14名の継続配置、中学校で 12

名の兼務発令を行っております。 

その結果、小学校においては、４月１日から９月１

日までの産育休等の取得者数は昨年度より増加して

おりますが、欠員数は 27名となっており、昨年度と比

較して 13名減少しております。 

しかしながら、中学校においては、産育休等の取得

者数の増加に加え、教科の兼ね合い（アンマッチ）か

ら、代替教員として特別専科教諭の兼務発令により対

応できない状況もあり、欠員数は 11名と、昨年度と比

較して 7名増加しております。 

来年度につきましては、産育休取得者数の増加状況

を踏まえ、さらに特別専科教諭の数を小学校で 100名、

中学校で 30名に拡充し、引き続き、教員の欠員状況の

解消に努めてまいりたいと考えております。 

教職員定数につきまして、今般、文部科学省が「「令

和の日本型学校教育」の実現に向けた教育環境整備」

のため、定数改善を含む概算要求を公表したところで

す。私どもといたしましても、その動向を注視しなが

ら、教職員定数の更なる改善に向け、文部科学省にし

っかりと要望してまいりたいと考えております。 

本市では、これまでも学校園に対して独自の人的支

援を講じてきたところであり、来年度以降の状況は依

然不透明でありますが、これまで長年にわたって培っ

てきた教育水準を低下させることのないよう、様々な

関係先に粘り強く働きかけを行い、その確保に努めて

まいります。 

その他、本日追加された事項も含め、多岐にわたるご

要求につきましては、その趣旨をしっかり認識し、今

後、各所管・関係先等とも検討を重ね、勤務労働条件に

関わっては誠意を持って交渉・協議を行ってまいりた

いと存じておりますので、本日のところはよろしくお

願いいたします。 

組：それでは、次回以降の折衝を踏まえ、回答交渉の中

で誠実な回答がなされるよう求めて、交渉を一時中断

する。 

 

 ２０２４年１０月 ７日 

大阪市教育委員会 

教育長 多田勝哉 様 

大阪市教職員組合   

執行委員長 松岡 誠 

2024年度末人事異動ならびに 

2025年度教職員定数改善に関する要求書  

要求事項 

１．文部科学省は、2021年度より小学校において、２年生

から段階的に 35 人学級とする法改正を行った。教育委

員会は、大阪市の教育をより充実・発展させるために、

国に先行して中学校での 35 人学級を実現させること。

さらに、すべての学年を 30 人以下学級とするよう文部

科学省に強く働きかけること。 

２．教員採用計画の抜本的な見直し等により採用者数の拡

充をはかり、原則、正規採用者で定数の確保を行い、定

数内講師が大量に配置されないようにすること。また、

学校現場で実績のある講師等を積極的に採用すること。 

３．各校園の過不足状況をできるだけ早期に明らかにし、

過剰にかかわる問題は各校園の実態に応じて対応するこ

と。また、圧縮学級の早期解除に努めること。 

４．新年度の定数を早期に配置するとともに、中学校では

１人１教科制を原則とし、小学校では２名以上の担任外

教員を配置すること。また、分校に養護教諭、事務職員

の配置を行うこと。 

５．「中学校における兼務発令（試行）」については、兼務

者の負担軽減を行うとともに、課題解消に向けて取り組

むこと。 

６．病休者、産育休者等の代替者および習熟度別少人数授

業等の個に応じた指導の臨時講師や会計年度任用職員を

遅滞なく配置すること。また、年度途中に生じた欠員に

ついても速やかに配置すること。 

７．特別専科教諭の兼務発令については、兼務先の内示を

早期に周知すること。また、引き継ぎ等の日数を十分に

確保すること。 

８．特別専科教諭の人事異動については、本人の希望を尊

重すること。 

９．養護教諭や栄養教諭、学校事務職員についても、本務

教職員による欠員補充制度を創設すること。 

 

 

 

10．様々な課題に対応するための対応加配や児童生徒支援

加配を増員するよう文部科学省に働きかけること。ま

た、市独自の加配を大幅に増やすこと。 

11．「首席」「指導教諭」については、あくまでも教諭職で

あり管理職の位置づけとしないこと。 

12．養護教諭の複数配置を市独自の加配等も活用し拡充す

ること。 

13．栄養教諭をすべての学校に配置すること。 

14．幼稚園については、学級編成基準を５歳児 30 人、４

歳児 25 人に引き下げ、全園で３歳児保育を実施し必要

な教職員を配置すること。また、支援を要する園児など

課題のある園児に対応する教員を配置すること。また、

介助サポーターを大幅に増やすこと。 

15．特別支援学級の教職員の負担軽減のために、人的措置

を講じること。 

通級指導に通う児童生徒が 13 人を超える場合は、担

当教員を複数配置すること。また、自校通級と他校通級

で担当教員を分けること。 

16．特別支援教育サポーターの更なる増員と待遇改善を行

うこと。 

17．過員状況の解消にあたっては、退職・転任が強制され

ないよう校園長を指導すること。 

18．定年前再任用や暫定再任用を希望する教職員について

は、本人の希望を尊重し全員の採用を行うこと。 

19．通勤事情や保育事情、看護・介護事情等がある教職員

の人事異動に関しては、十分配慮すること。 

20．転任や残留等については、本人の希望を尊重すること。 

21．外国人多住地域の学校や人権教育、障がい児教育を推

進している学校への転任を希望する教職員については、

本人の希望を尊重すること。 

22．同一校園勤務が 10 年以上の者（新規採用後同一校園

に 6年以上勤務する者）については、教育委員会の定め

ている「特別な事情」以外でも、校務運営の事情や本人

の心身の事情及び家族の介護の事情等の場合は、「特別

な事情に準ずる扱い」とすること。 

23．同一校園勤務が６年を超える者（新規採用後同一校園

に４年以上勤務する者）における転任や残留について

は、本人の希望を尊重すること。 

24．同一校園勤務が６年以下の者については、課題のある

学校への希望や、保育・介護事情、遠距離通勤、近親者

の同一校勤務など特別な事情のある場合は、本人の希望

を尊重すること。 

25．異動内示は、発令の 10日以上前に行うこと、また、内

示保留者を最小限に抑えること。 

26．統廃合の学校園を早期に明らかにするとともに、教職

員の異動にあたっては幼児･児童･生徒の活動に支障が

出ないよう十分配慮を行うこと。 

27．管理職の登用にあたっては、人権意識があり民主的な

学校運営ができる人物を選任すること。 

28．定年延長については、教職員への制度周知を徹底する

こと。 

 

 

 

また、定年退職者がいない年があることから、新規採

用者の計画を早期に明らかにすること。 

29．学校事務職員の人事異動については、民主的かつ公平

に行い、本人の希望を十分尊重すること。 

(1) 教職員人事異動実施要領に基づいた人事異動を確実

に実施すること。また、職場実態を十分踏まえ、本人の

意向を十分尊重すること。 

(2) 学校事務職員が学校経営へ積極的な参画を果たせる

よう、学校の支援体制のさらなる構築や、あるべき学校

事務職員の職制度を十分検証し、学校現場の実態に即し

た実施体制を早急に確立すること。 

(3) 学校配置については、法定定数を基本に業務量に応じ

た措置を行うこと。 

(4) 人事異動にあたっては、学校事務職員の職能形成をは

かることが重要であり、人材育成・士気高揚の観点から

も、校種間異動を積極的に行うこと。 

以上 

 

教職員人事異動方針 

 大阪市教育行政基本条例及び大阪市立学校活性化条例

に基づき、大阪市教育振興基本計画を推進し、教育の振興

を図るため、教育委員会は以下のとおり、基本方針及び実

施要領を定め、教職員人事異動を行う。 

【基本方針】 

１．学校園教育において教職員の果たす中心的役割にかん

がみ、教職員の人事異動は、学校運営の活性化及び教育

活動の充実に資するとともに、教職員の意欲を高め、資

質を向上することを目的として行う。 

２．市立学校園の教職員の人事異動に当たっては、校長、

園長及び所長（以下、「校長等」）が各学校園・地域の実

情に応じて適切な教職員組織づくりを進めることがで

きるよう、校長等の意見を尊重するものとする。 

３．校長等が学校運営上の目標を示し、その目標の達成に

向けて必要な人材を広く募る教員公募制度を導入する。

これにより、校長等の移行に基づく組織作りを推進する

ことによって、校長等が学校運営における権限と責任を

全うし、組織マネジメントや人材育成に力を発揮できる

ようにするとともに、公募への応募を通じて示される教

員の主体性と意欲を重視し、教員の持てる力を最大限引

き出すこととする。 

４．教職員組織の全市的均衡及び適正化を考慮しながら、

人事異動を行う。特に課題を有する学校園については、

課題解決に向けた意欲や情熱のある教職員を積極的に

配置する。 

５．教職員が視野を広め、経験を豊かに市、その力量を高

めることができるよう、同一校園勤務の固定化を排除

し、地域や条件の異なる学校園への異動を積極的に行

う。異動に当たっては、教職員の適性を十分に考慮し、

その能力発揮が図られるよう努める。 

６．新規採用者をはじめ、広く優秀な人材の確保に努め、

その育成に努める。 


